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東御市と小海町との「災害時における相互協力に関する協定書」の締結について 

 

東御市（市長 花岡 利夫）及び小海町（町長 黒澤 弘）)と東日本電信電話株式会社 長野支店 

（支店長 岩井 修）は、災害時における相互連携・協力に関する協定を締結します。 

 

 

１.目的 

   東御市及び小海町の各自治体の所轄する区域で地震、洪水、雪害等の自然現象及びその他の理由 

による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫している場合（以下「災害時」とい 

う。）に円滑な相互連携・協力を図る。 

 

   ２.締結日時・場所 

   （1）日 時  ２０２０年３月２７日（金）  ８時３０分～  

   （2）場 所  小海町役場 町長室（南佐久郡小海町大字豊里 ５７－１） 

   （3）締結者  小海町町長 黒澤 弘 

           ＮＴＴ東日本 長野支店長 岩井 修 

 

（1）日 時  ２０２０年３月２７日（金） １１時００分～  

   （2）場 所  東御市役所 公室（東御市県 ２８１-２） 

   （3）締結者  東御市長  花岡 利夫 

ＮＴＴ東日本 長野支店長 岩井 修 

 

３.協定の概要 

（1）名 称 

   「災害時における相互協力に関する協定書」 

   （2）協定の要旨 

 以下の事項について、連携及び協力する。 

① 通信途絶時の各自治体への通信設備の提供 

② 災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置 

③ 防災・減災害を目的とした樹木の事前伐採 

④ 自治体が管理する敷地、施設の提供 



 

【協定概要】 

 
 

 

 

 

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】 

  NTT東日本 長野支店 

  総務・広報担当 ：ＴＥＬ026-225-2037 


